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貸 借 対 照 表

平成 30年 8月31日 現在

資 産 の 部

科 目 金 額

（単位：円）

流 動 資 産【 】 　         9, 735, 994【 】

現 金 及 び 預 金 　         9, 699, 994

未 収 入 金 　            36, 000

資 産 合 計 　         9, 735, 994

負 債 の 部

科 目 金 額

（単位：円）

流 動 負 債【 】 　            72, 533【 】

未 払 法 人 税 等 　            70, 000

預 り 金 　             2, 533

負 債 合 計 　            72, 533

純 資 産 の 部

剰 余 金【 】 　         9, 663, 461【 】

利 益 剰 余 金［ ］ 　         9, 663, 461［ ］

その他利益剰余金（ ） 　         9, 663, 461（ ）

繰 越 利 益 剰 余 金 　         9, 663, 461

純 資 産 合 計 　         9, 663, 461

負債・純資産合計 　         9, 735, 994



損 益 計 算 書
自  平成 29年 9月 1日

至  平成 30年 8月31日

科 目 金 額

（単位：円）

事 業 収 益【 】

受 取 会 費 　           312, 000

受 取 手 数 料 　         3, 146, 203 　         3, 458, 203

事 業 収 益 計 　         3, 458, 203

販売費及び一般管理費【 】 　         3, 668, 350

営 業 利 益         △210, 147

営 業 外 収 益【 】

受 取 利 息 　               121

雑 収 入 　            90, 000 　            90, 121

経 常 利 益         △120, 026

税 引 前 当 期 利 益         △120, 026

法人税、住民税及び事業税 　            70, 000

当 期 利 益         △190, 026



販 売 費 及 び 一 般 管理 費
自  平成 29年 9月 1日

至  平成 30年 8月31日

科 目 金 額

（単位：円）

経 費【 】

広 告 宣 伝 費 　           444, 960

旅 費 交 通 費 　           205, 640

通 信 費 　             7, 162

租 税 公 課 　             2, 100

支 払 手 数 料 　             7, 506

外 注 費 　         2, 525, 845

会 議 費 　           211, 107

活 動 助 成 金 　           264, 030 　         3, 668, 350

合 計 　         3, 668, 350



個 別 注 記 表
自  平成 29年 9月 1日

至  平成 30年 8月31日

１.この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

　

２.重要な会計方針に係る事項に関する注記

　(１)消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

別紙の通り報告致します。

平成  30年10月11日

一般社団法人　ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄ･ﾚ-ﾍﾞﾙ協議会  

代表理事 古関　裕


